
ST（W条約基本訓練。生存)コース

区分

対象

半日
AM

B日程
0830～0930
0930～1030
1030～1245
1245～1300

ST（W条約第㸴章第㸯規則࡟定ࡿࡵ基本訓練ࠉ通達コース
㸦ST（W条約基本訓練㸦個々ࡢ生存技術㸧講習㸧

船舶࡟乗ࡾ組ࡴすࡢ࡚࡭船員

0.5日㸦生存実習 0.5日㸧
受講料：㸳㸵,㸰㸮㸮円㸦消費税㸯㸮％込㸧ࠉ昼食࡞し

イマーションスーࡢࢶ着用࡜使用ࠊ高所ࡢࡽ࠿安全࡞飛び込ࠊࡳ救命胴衣着用時ࡢ反転しࡓ救命いࡢࡔ࠿復正等ࠊ
ST（W条約ࡀ定ࡿࡵ㸯㸯科目を体得すࡿ訓練

半日
PM

A日程
1230～1330
1330～1430
1430～1【45
1【45～1】00

座学ࠉࠉࠉࠉࠉ㸦訓練及び操練ࡢ必要性ࠊ船舶࡟搭載࡚ࢀࡉいࡿ救命設備࡝࡞㸧
訓練࠙説明ࠉࠚ㸦イマーションスーࢶ着脱訓練࡜水中飛込ࡳ要領ࠊ無線設備を含ࡴ位置指示装置ࡢ操作࡝࡞㸧
訓練࠙実技ࠉࠚ㸦イマーションスーࡢࢶ着用࡜水中ࡢ࡬飛込ࠊࡳシーアンカーࡢ使用࡝࡞㸧
判定試験等

ࠊࡣ場合ࡢ希望ࡈ受講をࡢࡳࡢST（W条約基本訓練㸦消防㸧コースࡢ当センター開催ࠉ※
ࠋいࡉࡔくࡳ申し込࠾ࡽ࠿ httたs://svc.mdたc.or.jた/tra-gごnご/guidごlinごs.htmlࠉࠉ

申࠾࡛ࡲ当センター防災訓練所㸦TE１ 04【-82【-3【【0㸧ࠊࡣ場合ࡢ希望ࡈ実施をࡢ本コースࡢ年間訓練計画日以外࡛企業様専用࡛ࠉ※
ࠋいࡉࡔくࡳし込ࠉࠉ

座学ࠉࠉࠉࠉࠉ㸦訓練及び操練ࡢ必要性ࠊ船舶࡟搭載࡚ࢀࡉいࡿ救命設備࡝࡞㸧
訓練࠙説明ࠉࠚ㸦イマーションスーࢶ着脱訓練࡜水中飛込ࡳ要領ࠊ無線設備を含ࡴ位置指示装置ࡢ操作࡝࡞㸧
訓練࠙実技ࠉࠚ㸦イマーションスーࡢࢶ着用࡜水中ࡢ࡬飛込ࠊࡳシーアンカーࡢ使用࡝࡞㸧
判定試験等

訓
ࠉ
練
ࠉ
概
ࠉ
要

ST（W条約ࡢ当センター開催ࠊ提携し࡜JEIS㸦一般財団法人日本船舶職員養成協会㸧ࡣつい࡚࡟ST（W条約基本訓練㸦生存㸧コースࠉ※
࠾࡟JEIS㸦TE１ 045-【28-1525㸧ࡣ場合ࡢࡳ申し込࠾受講をࡢト࡛ࢵセࠋすࡲト࡛通年開催し࡚いࢵセ࡜基本訓練㸦消火㸧コースࠉࠉ
ࠋいࡉࡔくࡳ申し込ࠉࠉ

ࠋすࡲࡾ࡞࡜開催ࡢࡳࡢ夏季ࡣST（W条約基本訓練㸦生存㸧ࠉ※

䐟救命胴衣䛾着用

䐠イマーションスーツ䛾着用䛸使用

䐡高所か䜙海中䜈䛾安全䛺飛び込䜏

䐢救命胴衣着用時䛾反転し䛯救命いか䛰䛾復正

䐣救命胴衣を着用し䛶泳ぐこ䛸

䐤救命胴衣を着用し䛺い䛷浮い䛶い䜛こ䛸

センター䛷䛿䚸䠯䠰ＣＷ条約䛷規定さ䜜䛶い䜛以ୗ䛾１１科目䛻つい䛶䚸す䜉䛶䛾実習を実施し䛶い䜎す䚹

䐥救命胴衣を着用し䛶船舶及び水中か䜙救命艇及び救命いか䛰䛻乗䜚込䜐こ䛸

䐦生存䛾可能性を向ୖさせ䜛䛯䜑䛻救命用䛾端艇及びいか䛰䛾ୖ䛷初期行動を行

うこ䛸

䐧シーアンカー䛾使用

䐨救命艇䛾端艇及びいか䛰䛾備品䛾操作

䐩無線設備を含䜐位置を知䜙せ䜛装置䛾操作



８９（W条約基本訓練。消火)コ࣮ࢫ

区分

対象

８９（W条約第㸴章第㸯規則に定ࡿࡵ基本訓練ࠉ通達コ࣮ࢫ
㸦８９（W条約基本訓練㸦防火࣭消火㸧講習㸧

船舶に乗ࡾ組ࡴすࡢ࡚࡭船員

1日㸦火災消防実習 1日㸧
ཷ講料㸸㸴４,㸵㸷㸮෇㸦消費税㸯㸮％込㸧ࠉ昼食代㸸㸷㸷㸮෇㸦消費税㸶％込㸧

持運び式消火器ྲྀࡢ扱いࠊ実火を使用しࡓ大小規模ࡢ消火ࠊ呼吸具を装着し࡚ࡢ捜索救助等８９ࠊ（W条約ࡀ定ࡿࡵ㸯㸮科目を体得す
訓練ࡿ

第㸯日

0830～0850
0850～0950
0950～1200
1300～1600
1600～1700

申࠾࡛ࡲンタ࣮防災訓練所㸦９E１ 046-826-3660㸧ࢭ当ࠊࡣ場合ࡢ希望ࡈ実施をࡢࢫ本コ࣮ࡢ年間訓練計画日以外࡛企業様専用࡛ࠉ※
ࠋいࡉࡔくࡳし込ࠉࠉ

ࠋすࡲ通年開催し࡚いࡣࢫW条約基本訓練㸦消火㸧コ࣮）８９ࠉ※

W条約）８９ࡢンタ࣮開催ࢭ当ࠊ提携し࡜JEI８㸦一般財団法人日本船舶職員養成協会㸧ࡣについ࡚ࢫW条約基本訓練㸦生存㸧コ࣮）８９ࠉ※
࠾JEI８㸦９E１ 045-628-1525㸧にࡣ場合ࡢࡳ申し込࠾講をཷࡢ࡛ࢺッࢭࠋすࡲ通年開催し࡚い࡛ࢺッࢭ࡜ࢫ基本訓練㸦消火㸧コ࣮ࠉࠉ
ࠋいࡉࡔくࡳ申し込ࠉࠉ

ࠊࡣ場合ࡢ希望ࡈ講をཷࡢࡳࡢࢫW条約基本訓練㸦消防㸧コ࣮）８９ࡢンタ࣮開催ࢭ当ࠉ※
ࠋいࡉࡔくࡳ申し込࠾ࡽ࠿ httたs://svc.mdたc.or.jた/tra-gごnご/guidごlinごs.htmlࠉࠉ

訓
ࠉ
練
ࠉ
概
ࠉ
要

日程説明等
座学ࠉ㸦火災･⇿発࣓ࡢカニࠊ࣒ࢬ発火源ࠊ消火剤㸧
実習ࠉ㸦消火器ྲྀ扱いࠊホ࣮ࢫハンࢻリングࠊ消火作業ࡢ基本㸧
実習ࠉ㸦機関室火災消火ࠊ高発泡泡区画ࡢ࡬進入及び通過ࠊ室ෆ火災ࠊ捜索救助ࠊ自蔵式空気呼吸具着装㸧
判定試験等

䐟各種持運び式消火器䛾使用

䐠自蔵式࿧吸具䛾使用

䐡小規模火災䛾消火

䐢大規模火災䛾水䛻よ䜛噴射(jet)及び噴射(spray)ノ䝈ルを用い

䛯消火

䐣泡䚸粉末又䛿他䛾適切䛺化学薬剤䛻よ䜛消火

䐤高発泡率䛾泡が注入さ䜜䛯区域䜈䛾࿧吸具を装着す䜛こ

䛸䛺く࿨綱䛰け䛷䛾進入及び通過

䝉ンター䛷䛿䚸䠯䠰ＣＷ条約䛷規定さ䜜䛶い䜛以下䛾䠍䠌科目䛻つい䛶䚸す䜉䛶䛾実習を実施し䛶います䚹

䐥煙䛾充満し䛯閉鎖区域䛻おけ䜛自蔵式࿧吸具を装着し䛶䛾消火活

動

䐦炎及び大量䛾煙䛾充満し䛯居住区ま䛯䛿模擬機関室内䛻お

け䜛霧状水又䛿他䛾適切䛺消火剤䛻よ䜛消火

䐧霧放射器(fog applicator)及び噴射(spray)ノ䝈ル䚸乾燥化学薬

品粉末又䛿泡放射器䛻よ䜛油火災䛾消火

䐨煙䛾充満し䛯区域䛻おい䛶࿧吸具を装着し䛶䛾救助䛾実施



【2026年度コース案内】 STCW条約基本訓練（生存）コース

区分

対象

【消火と併せて受講】
　　　0800～0900
　　　0900～1030
　　　1030～1100
　　　1100～1230
　　　1230～1300

センターでは、STCW条約コード表A-6-1-1（個々の生存技術）で規定されている以下の11項目について、すべての実習を実施しています。
①　救命胴衣の着用 ⑥　救命胴衣を着用しないで浮いていること
②　イマ－ションスーツの着用と使用 ⑦　救命胴衣を着用して船舶及び水中から救命艇及び救命いかだに乗り込むこと
③　高所からの海中への安全な飛び込み ⑧　生存の可能性を向上させるために救命用の端艇及びいかだの上で初期行動を行うこと
④　救命胴衣着用時の反転した救命いかだの復正 ⑨　シーアンカーの使用
⑤　救命胴衣を着用して泳ぐこと ⑩　救命艇の端艇及びいかだの備品の操作

⑪　無線設備を含む位置を知らせる装置の操作

船舶に乗り組むすべての船員

「STCW条約付属書第６章第6-１規則に定める基本訓練」　法定コース
（STCW条約付属書A-6/1節の2に規定する実技（個々の生存技術）講習）

訓
　
練
　
概
　
要

※　本訓練の修了に際して行われる判定審査に合格すると「生存講習（再講習）修了証明書」が即日交付されます。この証明書は、「STCW条約コードA-6-1-1（個々の生存技術）」に定める全ての
　項目（1～11）の訓練の実施及び知識・技能の維持を証明するものとなりますので、大切に保管してください。

※　STCWコード表A-6-1-1（個々の生存技術）に定める項目はについては、STCW条約付属書A-6/1節の3及び船員法の規定において、５年毎にその全ての項目について、知識・技能が維持されて
　いるのを確認することが義務付けられています。

集合・移動
実習【実技】　（イマーションスーツの着用と水中への飛び込み、シーアンカーの使用など）
移動
座学・実習【説明】（訓練及び操練の必要性、船舶に搭載されている救命設備、イマ－ションスーツ着脱訓練と水中飛び込み要領、無線設備の操作など）
判定審査

　イマーションスーツの着用と使用、高所からの安全な飛び込み、救命胴衣着用時の反転した救命いかだの復正等、STCW条約が定める11項目を体得する訓練

0.5日（生存実習 0.5日）
受講料：70,900円（消費税10％込）　昼食なし



【2026年度コース案内】 STCW条約基本訓練（消火）コース

区分

対象

0830～0850
0850～0950
0950～1200
1300～1600
1600～1700

⑥　高発泡率の泡が注入された区域への呼吸具を装着することなく命綱だけでの進入及び通過
⑦　煙の充満した閉鎖区域における自蔵式呼吸具を装着しての消火活動
⑧　炎及び大量の煙の充満した居住区又は模擬機関室内における霧状水又は他の適切な消火剤による消火
⑨　霧放射器及び噴射ノズル、乾燥化学薬品粉末又は泡放射器による油火災の消火
⑩　煙の充満した区域において呼吸具を装着しての救助の実施

センターでは、STCW条約コード表A-6-1-2（防火及び消火）で規定されている以下の10項目について、すべての実習を実施しています。
①　各種持運び式消火器の使用
②　自蔵式呼吸具の使用
③　小規模火災の消火

「STCW条約付属書第６章第6-１規則に定める基本訓練」　法定コース
（STCW条約付属書A-6/1節の2に規定する実技（防火及び消火）講習）

船舶に乗り組むすべての船員

訓
　
練
　
概
　
要

1日（火災消防実習 1日）
受講料：80,300円（消費税10％込）　昼食代：990円（消費税8％込）

　持ち運び式消火器の取り扱い、実火を使用した大小規模の消火、泡が注入された区画への進入及び通過、空気呼吸具を装着しての捜索救助等、STCW条約が定める10項目を体得する訓練

日程説明等
座学　（火災・爆発のメカニズム、発火源、消火剤）
実習　（消火器取り扱い、ホースハンドリング、消火作業の基本）
実習　（自蔵式空気呼吸具着装、機関室火災消火、捜索救助、高発泡泡区画への進入及び通過
判定試験等

※　本訓練の修了に際して行われる判定試験に合格すると「消火講習（再講習）修了証明書」が即日交付されます。この証明書は、「STCW条約コードA-6-1-2（防火及び消火）」に定める全ての項目
  （1～10）の訓練の実施及び知識・技能の維持を証明するものとなりますので、大切に保管してください。
※　STCWコード表A-6-1-2（防火及び消火）に定める項目はについては、STCW条約付属書A-6/1節の3及び船員法の規定において、５年毎にその全ての項目について、知識・技能が維持されているの
　 を確認することが義務付けられています。

④　大規模火災の水による噴射及び噴射ノズルを用いた消火
⑤　泡、粉末又は他の適切な化学薬剤による消火


